
平成 27 年度 地域活性化総合特別区域評価書【正】 

 

作成主体の名称：三重県 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称 

  みえライフイノベーション総合特区 

２ 総合特区計画の状況  

①総合特区計画の概要 

 三重県内に整備されている医療系ネットワークを活用し、患者等の医療情報（健診、

治療、投薬、検査、診断用画像、副作用情報、遺伝子情報等）を統合した医療情報デー

タベースを核に、研究開発コーディネート機能等を備えた「みえライフイノベーション

推進センター（ＭｉｅＬＩＰ）セントラル」（三重大学内に設置）及び地域の特性を生か

した産業創出を支援する６つのＭｉｅＬＩＰ地域拠点を設置し、県内で医薬品や医療機

器等の研究開発を行う環境を整備する。 

 

②総合特区計画の目指す目標 

  みえライフイノベーション推進センターの活用と規制緩和策などにより、国内外企業

や大学等による画期的な医薬品・医療機器等の創出、企業や研究機関の県内への立地促

進、雇用の拡大などにより、県内企業・大学等の活性化や県内経済の活性化を生み出す

など三重県がライフイノベーションに寄与する地域になることをめざす。 

 

③総合特区の指定時期及び総合特区計画の認定時期 

  平成 24年７月 25日 指定 

   平成 24年 11月 30日 認定（平成 25年９月２日最終変更） 

 

３ 目標に向けた取組の進捗に関する評価（別紙１） 

①評価指標及び留保条件 

評価指標（１）：統合型医療情報データベースの規模[進捗度 20％] 

数値目標（１）：30万人分（平成 28年度） 

［平成 27年度目標値 30万人、平成 27年度実績値６万人、進捗度 20％］ 

 

評価指標（２）：医療・福祉現場ニーズの収集件数[進捗度 132％] 

数値目標（２）：2,000件（平成 28年度） 

［平成 27年度目標値 1,600件、平成 27年度実績値 2,109件、進捗度 132％］ 

 

評価指標（３）：医薬品・医療機器生産金額（厚生労働省「薬事工業生産動態統計」）[進

捗度 70％] 

数値目標（３）－①：医薬品 50％増加（平成 28年度） 

122,745百万円（平成 22年薬事工業生産動態統計）→184,118百

万円（平成 28年薬事工業生産動態統計）<<代替指標による評価>> 
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代替指標（３）－①：薬事工業生産動態統計（月報）の１月～12月の各月の和 

［平成 27年度目標値 159,096百万円、平成 27年度実績値 102,855百万円、進捗度 65％、

寄与度 50％］ 

 

数値目標（３）－②：医療機器 100％増加（平成 28年） 

 3,486百万円（平成 22年薬事工業生産動態統計）→6,972百万円

（平成 28年薬事工業生産動態統計）<<代替指標による評価≫ 

代替指標（３）－②：薬事工業生産動態統計（月報）の１月～12月の各月の和 

［平成 27年度目標値 5,404百万円、平成 27年度実績値 3,994百万円、進捗度 74％、寄

与度 50％］ 

 

評価指標（４）：研究開発支援拠点プラットホームの活用機関数[進捗度 342％] 

数値目標（４）－①：県内 50機関（平成 28年度） 

［平成 27年度目標値 40機関、平成 27年度実績値 125 機関、進捗度 313％、寄与度 50

％］ 

 

数値目標（４）－②：県外 30機関（平成 28年度） 

［平成 27年度目標値 24機関、平成 27年度実績値 89機関、進捗度 371％、寄与度 50％］ 

 

評価指標（５）：医療・健康・福祉分野企業（第２創業を含む。）及び研究機関の立地件

数[進捗度 98％] 

数値目標（５）：50件（平成 28年度） 

［平成 27年度目標値 40件、平成 27年度実績値 39件、進捗度 98％］  

 

②寄与度の考え方  

 該当なし 

 

③総合特区として実現しようとする目標（数値目標を含む）の達成に、特区で実施する

各事業が連携することにより与える効果及び道筋  

 企業や研究機関等の製品開発を支援するため、平成 25年９月から県内７箇所に設置し

た研究開発支援拠点「みえライフイノベーション推進センター（ＭｉｅＬＩＰ）」が核と

なって、医療・福祉現場ニーズを収集するとともに、産学官民によるネットワークを形

成し、医薬品・医療機器等の開発につなげていく。 

また、県民 30万人規模の医療情報を集約した「統合型医療情報データベース」を構築・

活用することにより、国内外企業や大学等による画期的な医薬品や医療機器の開発につ

なげていく。 

これらの取組により、企業や研究機関の立地、県内への研究開発資金の投入、雇用の

拡大等につなげることで、県内経済の活性化を生み出し、ライフイノベーションに寄与

する地域になることが期待される。 
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④目標達成に向けた実施スケジュール（別紙１－２） 

   統合型医療情報データベースについては平成 27年度に基幹システムの構築と３医療

機関が参加したネットワーク構築、医療情報の標準化作業を終了し、医療情報の収集開

始に至った。 

引き続き目標に掲げる医療情報の収集数の達成に向け、参加医療機関の拡大を図ると

ともに、継続的な運用を行うために企業等との共同研究を進める。 

   また、ＭｉｅＬＩＰについて、各運営主体のプロジェクトに対して、国等の補助制度

や外部資金等の活用による支援を行い、目標達成に向けて事業を継続する。 

 

４ 規制の特例措置を活用した事業等の実績及び自己評価（別紙２） 

一般地域活性化事業：健康増進に資する機能性食品の効能効果の表示・広告の実施 （食

品表示基準） 

国の検討会議が平成 26年７月にまとめた報告書に基づき、平成 27年４月から、いわゆ

る健康食品等の加工食品及び農林水産物に関し、企業等の責任において科学的根拠をもと

に機能性を表示できる新たな制度が全国にて開始された。  

これを受け、平成 27年度では、食の機能性評価を実施したい事業者を対象とした相談窓

口を開設し、相談対応を行ったほか、機能性評価に関する取組支援を行った。 

  本措置を活用した食の機能性評価に関する取組が増えているところであり、引き続き、

機能性食品の創出に向けたコーディネートを行っていく。 

             

５ 財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（別紙３） 

財政支援： 

＜調整費を活用した事業＞ 

・みえライフイノベーションヘルスケア産業創出ネットワーク形成事業（地域新産業

戦略推進事業（地域新産業集積戦略推進事業））） 

 平成 25年度に本事業を活用して設置された「みえライフイノベーション推進センター

（ＭｉｅＬＩＰ）」では、県内７カ所の拠点において地域資源を活用した製品・サービス

等の開発に取り組んでおり、平成 27年度において、ＭｉｅＬＩＰ津では大学と県内もの

づくり企業等による脊椎インプラント開発の開始、ＭｉｅＬＩＰ鈴鹿では国内大手食品

メーカーと市、大学による食の臨床研究の開始、ＭｉｅＬＩＰ多気では県内地域資源を

活用して地元高校生とコラボした化粧品の製造・販売が行われるなど各地で活発な活動

が行われた。 

このほか、大学とものづくり企業による医療機器の開発や、医療・福祉現場での実証取

組も進めており、これらの取組についてＭｉｅＬＩＰを積極的に支援して上市につなげ

ていく。 

＜既存の補助制度等を活用した事業＞ 

１件。詳細は別紙３のとおり 

みえライフイノベーションプラットホーム整備事業（①統合型医療情報データベース整

備事業） 

 統合型医療情報データベースの整備及び医療情報の収集にあたり、県が事業主体であ
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る三重大学医学部附属病院に対し補助を行った結果、データベースの基幹システム及び

３医療機関の情報収集に必要な体制が構築され、評価指標（1）に掲げる医療情報につい

て６万人の医療情報を収集することができた。引き続き、医療機関の参加拡大を図る。 

 

税制支援：該当なし 

 

金融支援（利子補給金）：３件 

   総合特区支援利子補給金制度について金融機関や事業者等に制度周知を行い、平成 27

年度は３件の利子補給金の支給が決定した（累計７件）。 

本特区では、県内金融機関に協力を要請して本制度の紹介などを行っており、引き続

き利用促進を図っていく。  

 

６ 地域独自の取組の状況及び自己評価（別紙４） 

（地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連す

る民間の取組等） 

   財政上の支援では、統合型医療情報データベースの整備と医療情報の標準化作業に対

して補助金支援を行ったほか、医療・福祉機器や地域資源を活用した医薬品等の開発に

対する補助金支援、特区内への立地や施設・設備投資を促進するため「マイレージ制度」

（立地等に関する補助金の要件緩和）や成長産業に関連した施設・設備補助金等の利用

促進を図るなど、特区の数値目標の達成に寄与する取組を進めている。 

金融上の措置でも、平成 26年４月に「三重県中小企業・小規模企業振興条例」を施行

し、同条例に基づく三重県版経営向上計画を策定した企業に対して融資を行う制度を創

設するなどの取組を進めている。 

体制強化では、平成 25年４月、県庁に「ライフイノベーション課」を新設し、８名の

課員が特区事業の取組に注力しているほか、知事を本部長とする「みえライフイノベー

ション総合特区推進本部」を設置し、本特区の取組について県庁全体で推進している。  

民間の取組では、県内中核病院が連携して大規模な治験を受け入れる「みえ治験医療

ネットワーク」が製薬企業等の治験契約件数を増やしているほか、医療・健康・福祉分

野に関心を示す県内ものづくり企業を対象とした「みえ医療・福祉機器ものづくりネッ

トワーク」会員の加入促進や、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」が協力した電機メ

ーカーによる高齢者向け健康管理・生活支援サービスの実証、医療機関と食品メーカー

によるがん患者向け食生活管理サービスの実証、「みえ健康・省エネ住宅推進協議会」が

協力した大学等による健康住宅の実証研究の実施など、各実施主体において活発な取組

が進んでいる。 

    

７ 総合評価 

  設定した数値目標の一部に未達成のものはあるものの、全体として取組は前進している。 

平成 25 年度に総合特区制度の財政支援を受けて開設したＭｉｅＬＩＰが核となって、各

拠点において製品・サービス等の開発が取り組まれており、これまでにＭｉｅＬＩＰの支

援を受けて企業等が新たに取引開始を行った製品・サービス数が 28件（平成 25年度～平
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成 26 年度）となるなど、成果をあげている。 

また、統合型医療情報データベースは、平成 27年度にデータベースの基幹システムの構

築を終え、医療情報の収集作業を開始しており、次年度以降はさらに参加医療機関を増や

すとともに、データベースの利活用に向け企業との検討を進めている。 

このほか、製薬企業と医療機器メーカーそれぞれで県内工場への大規模な生産集約・投

資が行われる予定もあり、これらの動きとともに、ＭｉｅＬＩＰによる研究開発活動の活

性化やデータベースを活用した製品開発取組等を通じて、目標達成につなげていく。 
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目標達成に向けた実施スケジュール
特区名：みえライフイノベーション総合特区

年
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

【全体】 事業１

事業２ ●平成25年度については、地域新産業戦略推進事業（経済産業省）により、総合特区推進調整費を活用して一部事業を開始

事業３‐１
バリデーションの開始

事業３‐２ ●平成25年度については、地域新産業戦略推進事業（経済産業省）により、総合特区推進調整費を活用して事業を開始

事業１ ○現時点までに基本設計は完了済み
○データ元の医療系ネットワークは整備済み
○医療機関による連携体制は構築済み
○県内医療機関のID-Linkシステムの導入を推進中

MieLIPセントラル整備
統合型医療情報データベース整備事業

医療情報コード標準化
※3年後、自立的運営に移行し、医療機関を適宜追

ID-Linkシステム ○16医療機関完了

サーバ群構築

データベース構築

分析・統計解析実施 バリデーションの開始

統合型医療情報データベース運用

データ分析・提供 （予定）

事業２

MieLIPセントラル整備

施設整備事業（機器等の導入）

研究人材整備事業

事業支援（コーディネート）人材整備事業

MieLIP地域拠点整備 ●みえライフイノベーションヘルスケア産業創出ネットワーク形成事業

施設整備事業（機器等の導入）

研究人材整備事業

事業支援（コーディネート）人材整備事業

事業３‐１ ○次に掲げる開発支援事業（点線部分）は、従来は県の主催で実施してきた
事業３‐２

MieLIPセントラル研究開発支援事業 ●みえライフイノベーションヘルスケア産業創出ネットワーク形成事業

MieLIPネットワーク連絡会議

研究会の開催 ◇個別の開発案件は、関連する研究会において産学官民が連携することで実施していく（統合型医療情報データベースを活用するものを除く）

セミナー・フォーラムの開催

海外販路開拓支援

海外展開支援（中国・台湾・韓国・欧州等） 集約

MieLIP地域拠点研究開発支援事業
（鈴鹿、津、伊賀、多気、鳥羽、尾鷲） ●みえライフイノベーションヘルスケア産業創出ネットワーク形成事業

地域ネットワーク連携会議

外部専門家派遣

研究会の開催 ◇個別の開発案件は、関連する研究会において産学官民が連携することで実施していく（統合型医療情報データベースを活用するものを除く）

セミナー・フォーラムの開催

販路開拓支援

（注１）工程表の作成にあたっては、各事業主体間で十分な連携・調整を行った上で、提出すること。
（注２）特に翌年度の工程部分については詳細に記載すること。

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

みえライフイノベーションプラットホーム整備事業（②施設整備、人材
確保等）

みえライフイノベーション研究開発推進事業

みえライフイノベーションプラットホーム整備事業（①統合医療情報
データベース整備）事業実施

みえライフイノベーションプラットホーム整備事業（②施設整備、人材
確保等）

みえライフイノベーション研究開発推進事業（データベース必要分）

みえライフイノベーション研究開発推進事業（データベース不要分）

みえライフイノベーションプラットホーム整備事業（①統合医療情報
データベース整備）事業実施
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